
望まない受動喫煙をなくすため、ご協力をお願いします！

①望まない受動喫煙
　をなくす

②受動喫煙の影響が
　特に大きい子どもや
　患者等に特に配慮
　（原則敷地内禁煙）

③施設の類型・場所
　ごとに対策を実施

お子さん、未成年、患者等が主として利用する施設（2019.7.1施行）

学 校 病 院 児童福祉施設
保育所、こども園など

行政機関の庁舎
など

上記施設を除く、すべての施設（2020.4.1施行）
＜例＞事務所、集会所、工場、ホテル・旅館（客室は除く）、理・美容室、公衆浴場、
　　  百貨店、娯楽施設、飲食店（小規模な既存飲食店は経過措置あり。）

喫煙専用室

〇
×
×

たばこの喫煙が可能
飲食等の提供不可
20歳未満の人は喫煙場所
に立入不可（従業員含む）

加熱式たばこ専用喫煙室 喫煙可能室(店)※
（店の全部または一部）

〇
〇
×

たばこの喫煙が可能
飲食等の提供可能
20歳未満の人は喫煙場所に
立入不可（従業員含む）

※経営規模が小さい既存の飲食店のみの経過措置

＊茨城県　改正健康増進法関係ホームページ
　　https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/chiiki/kenko/kenkouzoushinhokaisei.html
＊厚生労働省　受動喫煙防止対策ホームページ
　   https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

2020年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されます。
受動喫煙防止対策は施設管理権原者等の義務になります。

規制対象外の場所でも、喫煙する際は周りの人に煙を吸わせないよう配慮する義務があります。

敷地内禁煙

建物内禁煙

で検索なくそう！望まない受動喫煙

改正法の趣旨

2020年4月1日から

多くの人が利用する施設は になります。原則、屋内禁煙

◆ただし、受動喫煙防止に必要な措置をとることで、以下の各種喫煙室を設置することができます。
　なお、喫煙室を設置する場合は、店舗および喫煙室の出入口に標識を掲示する必要があります。

〇
×

加熱式たばこのみ喫煙が可能
飲食等の提供可能
20歳未満の人は喫煙場所に
立入不可（従業員含む）

△

受動喫煙防止対策が
　　　　義務化されます
受動喫煙防止対策が
　　　　義務化されます

かけがえのない大切な命を守っていくために、
あなたにもできることから始めましょう。

◎あなたにもできる自殺対策
1．『気づき』
　 家族や仲間の変化に気づいて声をかける
2．『傾　聴』
　 本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
3．『つなぎ』
　 早めに専門家に相談するように促す
4．『見守り』
　 温かく寄り添いながら、じっくり見守る

〈心の相談窓口〉
健康づくり課　こころの相談 （予約制）

☎24-2121
茨城いのちの電話・水戸　 　（24時間）

☎029-350-1000
茨城いのちの電話・つくば 　（24時間）

☎029-855-1000

いばらきこころのホットライン
受付時間：9時～12時、13時～16時
※祝祭日および12月29日～
　1月3日を除く

【月～金】☎029-244-0556
【土・日】☎0120-236-556

～「すこやか生活」たかはぎＦＭで放送中～
毎月第2・4火曜日の12：00～ 13：00
今月のテーマは「自殺対策」です。

行 事 内 容 実 施 日 時　　間 対 象 者
パパママレッスン

「1回目」 3月6日（金） 18：30～20：30 令和２年4月～7月出産予定の初妊婦と
夫（＊予約制）

こころの相談
（精神科医の相談） 3月11日（水） 13：00～14：30 市内在住の希望者（＊予約制）

健康相談 3月13日（金） 8：45～11：00 市内在住の希望者

パパママレッスン
「2回目」 3月13日（金） 18：30～20：30 令和２年4月～7月出産予定の初妊婦と

夫（＊予約制）

2歳児歯科健診 3月18日（水） 12：30～16：00
（受付12：30～13：30） 平成30年１月・２月生まれの幼児

赤ちゃん教室 3月19日（木） 9：45～11：30
（受付9：45～10：15） １歳までのお子さんと保護者

歯周病検診 3月19日（木） 10：00～15：30 20歳代～80歳代の希望者（＊予約制）

健康・歯科相談 3月23日（月） 8：45～11：00 市内在住の希望者
（＊歯科相談のみ予約制）

※幼児健診については個人通知しますので、日程・会場等ご確認ください。

３月の行事 会場：総合福祉センター　予約先：健康づくり課 ☎ 24-2121
※会場については、変更になる場合があります。

たかはぎFM 76.8MHz 24時間オンエア！ワイド番組は7am、12am、5pmより放送中!! 
防災・地域・行政・イベント・子育て情報など　☎ 44-3620／Eメール  fm@t768.net

　茨城いのちの電話は、自殺予防を目的としたボランティア活
動です。
　悩みを抱える人の支えになる「電話相談員」養成講座の受講
生を募集しています。
　詳細は、茨城いのちの電話ホームページをご参照ください。

◇対象者　23歳以上で、24時間受信体制での活動に積極的に
参加でき、所定の研修に必ず参加できる人。
※学歴、職業は問いません。

◇申込み　令和２年4月10日（金）までに
必要書類を郵送で提出。
※締切日必着

◆問合せ　茨城いのちの電話事務局
☎029-852-8505

（月～金 9時～17時まで）

茨城いのちの電話 
電話相談員養成講座受講生募集

3月は自殺対策強化月間です

▲詳細はこちら

募集
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